（別記様式８－１）
（用紙Ａ４）
本工事に使用する作業船について

工事名：　　　　　　　　　　　　　　　
商号又は名称：　　　　　　　　　　　　　　　

	本工事に使用する作業船の有無
及び使用工種
	有（使用工種：　　　　　工）　・　無



■作業船の諸元及び保有形態等
	作業船の諸元
	船種：　

	
	船名：　

	
	推進形態：　

	
	規格・能力等：　

	①保有形態
	自社保有・共有（　　％）※１
※１共有の場合、保有比率を記載

	②新造
作業船の建造日
	

	③環境性能
環境性能の達成状況
	有（一次規制・二次規制）・無

	④上記作業船の新造あるいは作業船に設置された原動機、中古船買収の出資比率※２
※２③で有を選択した場合を対象
	自社・共同（　　％）※３
※３共同で新造あるいは製造する場合、出資比率を記載



■本工事に使用する作業船に設置されている原動機一覧
	駆　動　部
	型式番号
	機関の種類
	基数
	製造年月日
	備考

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	



注１）原動機の窒素酸化物放出基準量の放出基準該当の有無については、作業船に設置された原動機に対して発行される「国際大気汚染原動機証書」にて判断するため、一覧表に記載した原動機各々に対する「国際大気汚染防止原動機証書」の写しを添付すること。なお、添付がない場合は加点の対象としない。
注２）本工事に使用する作業船に設置された原動機一覧には、作業船建造時に設置された原動機もしくは建造時に設置された原動機を撤去した場合は、代替えとして設置された原動機すべてを記載すること。なお、いずれかの原動機において、環境性能を達成（「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第19条の３」に基づく「窒素酸化物の放出量に係る放出基準」を満足しているもの）していない場合は、加点の対象としない。
注３）自社保有船舶とは、100％自社保有の船舶の他、親会社が50％以上の株式を保有している子会社100％保有の船舶又は親会社と共有で100％保有している船舶をいう。また、申請者が最終的に保有者となることを前提として、便宜上、リース会社が建造し保有した船舶であって、且つ、実態として申請者が建造費を含めたリース料を払いつつ自社保有船舶と同等の維持・使用を行う（ファイナンスリース）船舶も自社保有船舶に含めることが出来る。
注４）共有船舶については、当該船舶の保有あるいは保有船舶の現行機能を保持するに当たり、新造、改良または機能の追加のために必要な経費を複数の者で負担している船舶をいう。なお、申請された作業船については、原則、本工事の契約期間中における共有保有率の変更手続きは認めない。
注５）作業船の保有比率が確認できる資料として「登記簿」、また、保険支払比率を確認できる資料として「海上保険証券」の写しを添付すること。なお、添付がない場合は加点の対象としない。
注６）作業船を子会社が保有又は子会社と共有している場合は、親会社が子会社の株式を保有していることを確認できる資料として「株主名簿記載事項証明書」等の写しを添付すること。なお、添付がない場合は加点の対象としない。
注７）作業船の新造、建造時に設置された原動機を撤去し代替えとして設置された原動機及び中古船の買収への出資比率や建造後（製造後）の期間を確認する資料として、「売買契約書」等の写し添付すること。なお、添付がない場合は加点の対象としない。
注８）上記添付資料の提出にあたっては、申請に必要な箇所以外はマスキングしても差し支えない。
注９）複数の作業船を申請する場合は、申請する作業船毎に本様式を作成し、提出すること。この場合、評価の一番低い作業船を加算の対象とする。
注10）申請した作業船が工事において「使用された」と判断する基準（使用日数）は、当初の施工計画時点の数量を対象とし、使用日数は使用工種における実日数の50％以上とする。なお、使用日数が確認出来なかった場合は不履行とし「工事成績評定を３点減点」する。
　　　※複数の作業船を申請した場合は、１隻又は複数の合算使用日数が実日数の50％以上。
　　　※受注者の責によらない場合は、不履行の対象外とする。

